
埼玉県地籍調査費補助金交付要綱  

 

                    最終一部改正：  令和３年５月２６日  土水政第１０６号 

 

 （趣旨） 

第１条   県は土地利用の高度化と地籍の明確化を図るため国土調査法（昭和２６

年法律第１８０号）及び国土調査促進特別措置法（昭和３７年法律第１４３

号）の規定に基づき実施する地籍調査事業を行うものに対し、予算の範囲内に

おいて補助金を交付する。  

 

２   前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則（昭和

４０年埼玉県規則第１５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、こ

の要綱に定めるところによる。 

  

 （経費の対象、区分及び補助率） 

第２条   地籍調査事業の補助の対象となる経費の区分、補助率及び作業区分は、

別表のとおりとする。  

 

  （申請書の様式等）  

第３条   規則第４条第１項の申請書様式は、様式第１号のとおりとする。  

 

２   規則第４条第１項の申請書の提出期限は毎会計年度別に定めるものとし、そ

の提出部数は１部とする。  

 

３   規則第４条第２項に掲げる事業に係る書類の添付は要しない。  

 

  （交付決定通知書の様式） 

第４条   規則第７条の交付決定通知書の様式は、様式第２号のとおりとする。  

 

  （軽微な変更） 

第５条   規則第６条第１項第１号に規定する知事が定める軽微な変更は、別表の

重要な変更の欄に掲げる変更以外の変更とする。 

 

  （承認申請等） 

第６条   補助事業者は規則第６条の規定に基づき付した条件により知事の承認を

受けなければならないときは、様式第３号による承認申請書１部を提出しなけ

ればならない。 



 

２   補助事業者は、規則第６条の規定に基づき付した条件により知事の指示を受

けなければならないときは、補助事業が予定の期間内に完了しない理由又は補

助事業の遂行が困難となった理由及び補助事業の遂行状況その他必要な事項を

記載した書類１部を提出しなければならない。  

 

  （状況報告） 

第７条   規則第１１条に規定する状況の報告は、様式第４号の状況報告書により

行うものとする。 

 

２   前項の報告書は、補助金の交付の決定を受けた年度の１２月３１日現在にお

いて作成し、翌月の２０日までに１部提出するものとする。 

 

  （実績報告書の様式）  

第８条   規則第１３条の報告書の様式は、様式第５号のとおりとする。  

 

  （実績報告書の提出時期等） 

第９条   規則第１３条の報告書の提出時期は、補助事業の完了の日から起算して

３０日を経過した日又は３月３１日のいずれか早い日とする。  

 

２   前項の報告書の提出部数は１部とする。  

 

 （概算払等の請求）  

第１０条  補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、様式第６号

の請求書を知事に提出しなければならない。  

 

 （書類の整備等） 

第１１条   補助事業者は、補助事業に係る歳入及び歳出等を明らかにした帳簿を

備え、かつ当該歳入及び歳出等についての証拠書類を整備保管しておかなけれ

ばならない。 

 

２   前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日に属する会計

年度の翌会計年度から５年間保存しなければならない。 

 

  （処分の制限を受ける財産） 

第１２条   規則第１９条第１項第２号の規定に基づき知事が定める財産は、１件

の取得価格が５０万円以上の機械及び器具とする。 



 

 （処分の制限を受ける期間） 

第１３条  規則第１９条第１項第２号の規定に基づき知事が定める期間は、「減

価償却資産の耐用年数等に関する省令」（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定

める期間とする。 

      附   則 

  この要綱は、昭和４３年４月１日から適用する。 

      附   則 

  この要綱は、昭和４３年８月３０日から適用する。 

      附   則 

  この要綱は、昭和６０年６月１３日から適用する。 

      附   則 

  この要綱は、平成３年１月７日から適用する。 

      附   則 

  この要綱は、平成３年４月２４日から適用する。 

      附   則 

  この要綱は、平成５年４月１日から適用する。 

      附   則 

  この要綱は、平成７年４月１日から適用する。 

      附   則 

１   別段の定めがあるものを除き、この要綱は、平成９年４月１日から適用す

る。２   前項の規定による改正後の国土調査費補助金交付要綱（以下「新要綱」

とい   う。）第２条第１項の表の規定中地籍調査成果の保管状態等の電子計算機

の整   備、数値情報化等による改善に関する部分は、平成７年度以降の国土調査

事業   等に適用し、平成６年度までの国土調査事業等については、なお従前の例

によ   る。 

３   新要綱第２条第１項の表の規定中地籍調査成果の利活用に関する部分は、平

  成７年度以降の国土調査事業等について適用する。 

   附  則 

１  この要綱は、平成１３年７月５日から施行する。  

２  改正後の国土調査費補助金交付要綱の規定は、平成１３年４月１日以降に交

 付される国土調査費補助金から適用する。  

   附  則 

１  この要綱は、平成１４年５月２７日から施行する。  

２  改正後の国土調査費補助金交付要綱の規定は、平成１４年４月１日以降に交

 付される国土調査費補助金から適用する。  

   附  則 



１  この要綱は、平成１７年７月１１日から施行する。  

２  改正後の埼玉県地籍調査費補助金交付要綱の規定は、平成１７年４月１日以

 降に交付される地籍調査費補助金から適用する。 

    附  則 

１  この要綱は、平成２１年１月５日から施行する。  

      附  則 

１  この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。  

      附  則 

１  この要綱は、平成２４年４月９日から施行する。  

      附  則 

１  この要綱は、令和２年４月１日から施行する。  

      附  則 

１  この要綱は、令和２年９月２９日から施行する。  

      附  則 

１  この要綱は、令和２年１１月３０日から施行する。  

      附  則 

１  この要綱は、令和３年５月２６日から施行する。  

 


